
○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

後

改

正

前

（
資
産
の
評
価
）

（
資
産
の
評
価
）

第
二
十
四
条
の
三

（
略
）

第
二
十
四
条
の
三

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

次
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時

６

次
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時

価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
場
価
格
の
あ
る
資
産
（
実
質
子
会
社
及
び
関
連
会
社
（
相
互
会
社
が
会

二

市
場
価
格
の
あ
る
資
産
（
実
質
子
会
社
及
び
関
連
会
社
（
相
互
会
社
が
会

社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ

社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
会
社
等
（
実
質
子
会
社
を
除
く
。
）
を
い

と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
会
社
等
（
実
質
子
会
社
を
除
く
。
）
を
い

う
。
第
二
十
五
条
の
八
及
び
第
二
十
九
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

う
。
第
二
十
五
条
の
八
及
び
第
二
十
九
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
株
式
並
び
に
満
期
保
有
目
的
の
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ

の
株
式
並
び
に
満
期
保
有
目
的
の
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ

て
保
有
す
る
債
券
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

て
保
有
す
る
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
取
得
し
た
も
の
に

限
る
。
）
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）


